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１ 法人の長によるメッセージ                               
 

F-REI（エフレイ）は、令和 5 年 4 月に福島県浪江町に設立してから 3 年目を迎えました。これま
で、福島をはじめ東北の復興を目指し、地域の課題に向き合い、その先の未来を切り拓くべく、多様な
取組を推進してまいりました。 

F-REI の重要な機能である「研究開発」では、5 つの研究分野において 50 件を超える委託研究を
実施しています。研究分野の 1 つであるロボット分野では、令和６年 10 月に福島県で「WRS 過酷
環境 F-REI チャレンジ プレ大会」（WRS プレ大会）を開催しました。この大会では、大規模災害の
困難な環境で活躍するロボットやドローンを対象に 4 つの競技を実施し、参加チームが災害対応技術
の新たな可能性を競い合いました。今年 10 月に開催する「WRS2025 過酷環境 F-REI チャレンジ」
（WRS 本大会）の成功に向けて、関係機関や地域と連携し、準備を進めてまいります。 

また、新たにユニットリーダーの就任も進み、F-REI のインハウス研究開発体制は、令和７年３月末
時点で全９ユニットの構成となりました。今後も新たなユニットリーダー、研究者等の確保を進めるととも
に、専門性を高め、分野を超えた連携を強化し、インハウスによる研究開発を計画的に進めていきま
す。  

さらに、多様な主体との効果的な広域連携を進めるため、F-REI 市町村座談会を中通りや会津地
域でも開催し、浜通り地域では研究分野ごとのテーマ別の座談会も実施しました。また、国内外の関係
機関と連携協力に関する基本合意書等を締結するなど、研究開発の成果を産業化に繋げるため、産
学官の連携を強化するとともに、地元企業との協働を積極的に進めてまいりました。これらの取組を通じ
て、研究成果を地域社会に還元し、福島全体の経済活性化にも貢献してまいります。 

加えて、人材育成の一環として、F-REI の役員によるトップセミナーや出前授業を通じて、科学の魅
力や研究者としてのやりがいを伝えることで、次世代の F-REI 研究者が育つことを期待しています。ま
た、小中学生などを対象に科学技術に触れる機会を提供し、地域の未来を担う若い世代の人材育成
にも取り組むなど、次世代を担う人材の育成も進めてまいります。 

そして、いよいよ今年から、F-REI 本施設の建設に向けた準備が本格的に始まりました。国内外の優
れた研究者や企業等の集積に繋がる魅力的な研究開発環境の整備に努めるとともに、地域の人々と
一緒になってまちづくりに関わることができるように、地元に定着して親しまれる施設の整備を目指してま
いります。F-REI は、今後もさまざまなアプローチで着実に成果を積み重ね、福島をはじめ東北の復興を
実現するため、一層の努力を重ねてまいりますので、これまでと変わらぬご支援、ご協力をお願い申し上
げます。 

 
 

福島国際研究教育機構 
 

理事長  
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２ 令和６年度 トピックス                                   
この項目は、F-REI の令和６年度における活動内容の一端をトピックスとしてまとめ、皆様にご紹介

するものです。（※文中の肩書は、すべて活動当時のものです） 
 
・ユニットリーダーの公募等を踏まえ、８つの研究開発ユニットを設置（令和６年 4月～） 

令和６年３月から開始したユニットリーダーの公募や個別選考等を踏まえ、令和６年度中に研
究開発ユニットを新規に８ユニット設置し、研究開発を開始しております。 

 

ロボット 

遠隔操作研究ユニット 

自律化・知能化・群制御研究ユニット 

燃料電池システム研究ユニット 

農林水産業 
土壌・植物マルチダイナミクス研究ユニット 

土壌ホメオスタシス研究ユニット 

エネルギー 水素エネルギーシステム安全科学ユニット 

放射線科学・創薬医療 
植物イメージング研究ユニット 

放射線基盤技術開発ユニット 

原子力災害に関するデータや知見の集積・発信 放射生態学ユニット ※令和５年４月設置 

 
 
・令和６年度委託研究の公募（令和６年 4月 25日～） 

令和５年度の公募により、50 件を超える委託研究を実施するとともに、令和６年度も農林水産
業分野において、新たに委託研究公募を実施し、以下１件の事業を開始しました。 

 
○令和６年度「福島国際研究教育機構における農林水産研究の推進」 

テーマ（1）土地利用型農業における超省力生産技術の技術開発・実証 
 
また、FS 調査 1として以下の２件の委託事業公募を実施し、計７件の事業を開始しました。 

 
1 FS（Feasibility Study）調査︓実現可能性調査 
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○令和 6 年度「放射線科学・創薬医療分野の研究開発を基盤とした分野横断的な取組に向
けた可能性調査」委託事業 

  ○令和 6 年度「未利用木質バイオマスをセルロース源として活用するための新規バイオマスプラス
チックの製造方法の構築と製品開発に関する調査研究」委託事業 

 
    ＜令和５年度から継続して実施した委託研究のテーマ一覧＞ 

① ロボット分野 

●フィールドロボット等の市場化・産業化に向けた性能評価手法の標準化事業 

●困難環境下でのロボット・ドローン活用促進に向けた研究開発事業  
(1) 災害現場など困難環境での活用が見込まれる強靭なロボット・ドローン技術の 
   研究開発 
(2) 多数のロボット・ドローンによる協調作業を実現する技術の研究開発 

(3) 湖沼、森林内などでの調査に対応するロボット・ドローンの研究開発 

●防災・災害のためのドローンのセンサ技術研究開発事業 

●廃炉向け遠隔技術高度化及び宇宙分野への応用事業 

② 農林水産業分野 

●福島国際研究教育機構における農林水産研究の推進  
(1) 土地利用型農業における超省力生産技術の技術開発・実証 

(2) 輸出対応型果樹生産技術の開発・実証 

(3) 先端技術を活用した鳥獣被害対策システムの構築・実証 

(4) 施設園芸におけるエネルギー循環利用技術体系の構築と実証 

(5) 化学肥料・化学農薬に頼らない耕畜連携に資する技術の開発・実証 

(6) 未利用農林水産業資源を活用した新素材の開発 

(7) 福島浜通り地域等の農林水産業復興の将来方向性に関する研究 

(8) 福島浜通り地域等の農林水産業復興に資する研究事業 
（提案公募型募集） 

③ エネルギー分野 

●ネガティブエミッションのコア技術の研究開発・実証  
(1) 植物の CO2 固定及びネガティブエミッションへの利用に関する研究開発と実証 

(2) 藻類の CO2 固定及びネガティブエミッションへの利用に関する研究開発と実証 

●バイオ統合型グリーンケミカル技術の研究開発 
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●水素エネルギーネットワーク構築に関する研究開発 

④ー１ 放射線科学・創薬医療分野 
●農作物の生産性向上や持続可能な作物生産に資する RI イメージング技術の開発及
び導き出される生産方法の実証 
●加速器を活用した RI の安定的かつ効率的な製造技術の開発 

●RI で標識した診断・治療薬に関する研究開発 

⑤ 原子力災害に関するデータや知見の集積・発信 

●環境中の放射性物質の動態への人間活動の影響・移行抑制対策の効果の評価手
法開発 
●福島浜通り地域におけるまちづくり研究及びラーニング・コミュニティハブ整備  
(1) 福島浜通り地域におけるまちづくり研究 

(2) 福島浜通り地域におけるラーニング・コミュニティハブの整備 

●原子力災害からの復興に向けた課題の解決に資する施策立案研究 

 

・トップセミナーを実施（令和６年 5月 1３日～） 

福島の創造的復興と発展を中長期的に支える地域の未来を担う若者世代等を対象とした人材
育成の取組の一環として、F-REI の役員等が講師となり、最先端の科学技術の魅力と可能性等を
学生へ伝えるトップセミナーを行いました。 

 

 

 

 

令和６年 5 月 28 日 

会津大学／講師︓山崎理事長 

「コンピュータ理工学部の皆さんへ

～これからどう過ごす︖大学ライフ

のススメ～」を演題とし、コンピュータ

理工学部１年生約 240 名に向

けたセミナーを行い、人よりも積極

的に経験を積むことの重要性を伝

えました。 

 

「これからの社会とそこで活躍する人

材を目指して～AI の進展や気候変

動など変化の激しい時代を生き抜く

ために～」を演題に修士課程（博

士前期課程）の１年生約 100 名

に向けたセミナーを行いました。 

令和６年 5 月 13 日 

福島大学／講師︓江村理事 
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「建築構造の振動制御研究」及び「ロボ

ットの知能化～ChatGPT」を演題とし、

電気電子システム工学科、都市システム

工学科、機械システム工学科、化学・バ

イオ工学科、ビジネスコミュニケーション学

科の 3 年生約 200 名に向けたセミナーを

行いました。 

令和６年 6 月 10 日～11 日 

福島工業高等専門学校／講師︓森下監事 

 

「私の研究と F-REI（エフレイ）」を

演題とし、医学部３年生約 140 名

に向けたセミナーを行い、自身の研究

テーマ（脂質摂取と神経疾患の関

連）の紹介や F-REI で進めている研

究課題を説明し、医学の進歩におけ

る研究とイノベーションの重要性につい

て伝えました。 

令和６年 6 月 19 日 

福島県立医科大学／講師︓大和田執行役 
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・市町村座談会を開催（令和６年 7月 18日～） 

F-REI が行う研究開発・産業化・人材育成の取組における広域連携体制の構築を図るため、市
町村や住民、企業・団体等、多様な主体と対話する場として市町村座談会を中通り・会津地域で
４回開催し、延べ 953 名が参加、浜通り地域等では研究分野別で２回開催し、延べ 228 名が
参加しました。 

 
 
 

 

  

 

令和６年 12月 18日 
ロボット分野（南相馬市） 

県南地域 

南相馬市 

浪江町 

県北地域 

県中地域 

会津地域 

 

令和６年 10月 15日 
県北地域 

 

令和７年 2月 5日 
県南地域 

 

令和７年 3月 12日 
農林水産業分野 
（浪江町） 

 

令和６年 7月 18日 
県中地域 

 

 

令和６年 11月 18日 
会津・南会津地域 
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・F-REI一般向けパンフレットを作成（令和６年７月 30日） 

 一般の方々にも F-REI の活動に親しんでいただけるよう、 
新たにパンフレットを制作しました。 

専門的な内容もよりわかりやすく伝わるように構成を見直し、 
イラストを多く取り入れた、親しみやすいデザインに仕上げています。 
 
以下の URL よりダウンロードいただけます。 
https://www.f-rei.go.jp/assets/contents/f-rei_brochure_japanese_202409.pdf 

 

・F-REI サイエンスラボを開催（令和６年 8月 9日、10日） 

F-REI サイエンスラボは、小中学生やその親子を対象に、科学技術に触れる多様な機会（体験
学習会）を提供し、地域の未来を担う若者世代の人材育成を図るために開催しているものです。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

令和６年 8月 9日 

World Robot Summit（WRS）における人材育成の
一環として、福島ロボットテストフィールドにて「ドローンプログ
ラミング教室」を開催しました。福島県内から 19 名の児童
が参加し、ドローンの活用用途や空を飛ぶしくみ、構造、プ
ログラミングについて学び、児童自らプログラミングをしてドロ
ーンを飛ばしました。 

 

令和６年 8月 10日 

いわき市にて、「令和 6 年度 エフレイ・QST サイエンスラボ 
╴夏休み応援企画、親子でワクワク科学実験╶」を
QST と共同で開催しました。夏休みの思い出づくりや自由
研究に役立ててもらうことを目的とし、小学校 4～6 年生
の親子 35 組が参加し、ドローンのプログラミングやレゴでソ
ーラーカー作り、霧箱作成と放射線の観察実験などを行い
ました。 

https://www.f-rei.go.jp/assets/contents/f-rei_brochure_japanese_202409.pdf
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・F-REI子供向けパンフレットを作成（令和６年９月 30日） 

 小さなお子さまにも F-REI の活動を知ってもらえるよう、 
絵本のような構成のパンフレットを制作しました。 

イラストを中心にし、漢字にはふりがなを添えるなど、 
子どもたちが分かりやすく楽しく読める工夫をしています。 

 
以下の URL よりダウンロードいただけます。 
https://www.f-rei.go.jp/assets/contents/f-rei_brochure_children.pdf 

 
 
・国外機関と初の協力覚書に署名（令和６年 10月 3日） 

 米国パシフィック・ノースウェスト国立研究所（the Pacific Northwest National Laboratory, 
PNNL）と連携及び協力に係る覚書 （memorandum of cooperation for collaboration 
and cooperation） に署名し、国外機関と初めての協力覚書を締結しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
・WRS過酷環境 F-REI チャレンジ プレ大会を開催（令和６年 10月 4日～5日） 

10 月 4 日～5 日に福島ロボットテストフィールド（南相馬市）で「WRS 過酷環境 F-REI チャ
レンジ」のプレ大会を開催しました。2025 年 10 月に開催される「WRS2025 過酷環境 F-REI チ
ャレンジ（本大会）」は、災害対応に役立つロボットやドローン、プラントやトンネルの災害予防技術
を開発促進するための国際競技会であり、国内外のチームが技術力を競います。プレ大会は、本大
会に向けて関係機関や地域の協力を得ることや、競技方式と審査ルールを確認することを目的に行
い、４つの競技が実施されました。 
 

 

 

 

 

 

https://www.f-rei.go.jp/assets/contents/f-rei_brochure_children.pdf
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・F-REI”春風秋霜”次世代スタートアップセミナーを開催（令和６年 10月 17日～） 

  本セミナーは、トップセミナー同様に県外の大学生に向けて、F-REI の福島県外での知名度向上
や未来を担う若者世代等を対象とした人材育成の取組の一環として、F-REI の役員等が講師とな
り、最先端の科学技術の魅力と可能性等を学生へ伝えるために実施しているものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
・F-REI・ICRP国際ワークショップを開催（令和６年 11月 25日） 

  国際放射線防護委員会（ICRP）とともに、
F-REI・ICRP 国際ワークショップ「福島復興と放射
線防護」を福島県いわき市で開催し、研究機関、
企業、官公庁、大学等から幅広く放射線防護に
関心のある方々135 名が参加しました。 

本ワークショップは、復興研究の促進や国際人
材交流などを目的とし、ICRP 委員に F-REI や浜
通りの復興状況を知っていただいたことで、本国や
所属組織での広報効果が期待されます。 

■開催報告書は以下の URL よりご覧いただけます。 
https://www.f-rei.go.jp/assets/contents/FREI_ICRP_WS_summary_ja.pdf 

 

 
「山形大学工学部高分子・有機材料工学科のみなさんへ 
～これからどう過ごす︖大学ライフのススメ～」を演題とし、
工学部高分子・有機材料工学科１年生約 120 名に向
けて、インターンシップや留学を通じて将来に必要な知識や
実践力を身につけることの大切さを伝えました。 

第１回︓令和６年 10 月 17 日 

山形大学／講師︓山崎理事長 

 
「弘前大学理工系学部・大学院生のみなさんへ ～どうや
って自分を磨く︖～」を演題とし、理工学部 4 年生・理工
学研究科院生及び保健学研究科院生の約 120 名に向
けて、大学生活の中で何を学び、どのように自己を磨いてい
くかについてのアドバイスと等を行いました。 

第２回︓令和７年 2 月 18 日 

弘前大学／講師︓山崎理事長 

https://www.f-rei.go.jp/assets/contents/FREI_ICRP_WS_summary_ja.pdf
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・ふくしま未来創造プログラムを開催（令和６年 12月 24日～25日） 

  会津大学と F-REI は、浪江町などの自治体や事業者等と連携し、復興の現状を学ぶとともに福
島の一層の発展につながるアイデアについて考える人材育成事業「ふくしま未来創造プログラム」を１
泊２日で開催しました。 

会津大学、福島県立医科大学、福島大学、東日本国際大学、福島工業高等専門学校、ふた
ば未来学園高等学校から、12 か国・地域からの留学生を含む学生・生徒の 51 名が参加し、国内
外で活躍できる人材を育成するため、基本的なコミュニケーションは全て英語で行いました。山崎理事
長による特別講義をはじめ、浜通りの視察、フィールドワーク、ワークショップなどを通じて、「ふくしまの未
来のために何ができるか」を議論し発表しました。異なる年代や国籍の参加者が協力して学ぶことで、
多角的な視点と国際的な理解を深める機会となりました。  

 

 

 

 

 

 
・令和 6年度第 1回 F-REI産学官ネットワーク・セミナーを開催（令和７年 3月 17日） 

福島県外の企業も巻き込んだ産学官の連携体制構築を目的に、福島県内で初となる産学官ネ
ットワーク・セミナーを郡山市で開催し、企業の皆様を中心に 188 名が参加しました。 

『“なりわい”における最先端技術の応用』と題して、第一部で、F-REI が実施する最先端のロボッ
ト研究等の紹介を、第二部では、福島県内外の企業からの産学連携事例の紹介を行いました。ま
た、第三部では、第一部と第二部の登壇者が、企業との共同研究等、F-REI の研究成果の社会
実装を目指すうえで取り組むべきことについてのディスカッションを行いました。  
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３ 法人の目的及び業務内容                                 
(1) 法人の目的 

F-REI は、原子力災害からの福島の復興及び再生に寄与するため、新産業創出等研究開発
基本計画に基づき、新産業創出等研究開発並びにその環境の整備及び成果の普及並びに新産
業創出等研究開発に係る人材の育成及び確保等の業務を総合的に行うことを目的としています。
（福島復興再生特別措置法第 92 条） 

 
(2) 業務内容 

F-REI は、福島復興再生特別措置法第 92 条の目的を達成するため、以下の業務を行ってい
ます。（福島復興再生特別措置法第 110 条） 

① 新産業創出等研究開発及びその環境の整備を行うこと。 
② 新産業創出等研究開発の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 
③ 新産業創出等研究開発及びその環境の整備に対する助成を行うこと。 
④ 機構の施設及び設備を第八十八条の二に規定する事業活動を行う者その他の新産業創出

等研究開発に資する活動を行う者の利用に供すること。 
⑤ 新産業創出等研究開発に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図る

こと。 
⑥ 海外から新産業創出等研究開発に関する研究者を招へいすること。 
⑦ 協議会の設置及び運営並びに当該協議会の構成員との連絡調整を行うこと。 
⑧ 新産業創出等研究開発に係る内外の情報及び資料の収集、分析及び提供を行うこと。 
⑨ 前号に掲げるもののほか、原子力発電所の事故に係る放射線に関する情報の収集、分析及

び提供並びに当該放射線に関する国民の理解を深めるための広報活動及び啓発活動を行う
こと。 

⑩ 新産業創出等研究開発の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものを実施する
者に対し、出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。 

⑪ 機構以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う新産業創出等研究開発に関する研
修その他の機構以外の者との連携による新産業創出等研究開発に関する教育活動を行うこ
と。 

 

４ 国の政策における機構の位置付け及び役割                      
平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災は、1000 年に一度と言われた地震・津波とこ

れに起因する原子力災害により、日本経済及び国民生活に甚大な被害を及ぼした、我が国にとって
未曾有の国難でした。これを克服するため、国は、東日本大震災復興基本法（平成 23 年法律
第 76 号）を定め、国の総力を挙げて復興の推進と活力ある日本の再生に取り組んできました。 
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福島では、これまで、福島イノベーション・コースト構想の推進により、福島ロボットテストフィールドや
福島水素エネルギー研究フィールドなど、これからのイノベーションの起点となる施設が整備され、技術
の蓄積が始まっています。 

さらに、廃炉や放射性物質による汚染など中長期的な挑戦が不可欠な課題が山積しており、これ
らを科学技術・イノベーションにより解決するとともに、さらに強みとなる領域を開拓し、発信・普及して
いくことを通して、日本そして世界の中長期の課題解決にも貢献することができます。 

このような背景から、「福島国際研究教育機構基本構想」（令和４年３月 29 日 復興推進
会議決定）において、福島イノベーション・コースト構想を更に発展させ、司令塔となる中核的な拠
点として設立することで、研究開発や産業化、人材育成の動きを加速させていくこととし、令和４年
５月には、機構の設立を盛り込んだ福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律（令和４
年法律第 54 号）が可決・成立しました。 

機構の取組は、機構の本施設の立地近接地域だけでなく、復興に取り組む地域全体にとって「創
造的復興の中核拠点」として実感され、福島をはじめ東北の復興を実現するための夢や希望となる
ものでなければなりません。そのために、機構は、国及び福島県・市町村並びに大学その他の研究機
関、企業、関係機関等と連携して、機構設置の効果が広域的に波及し、地域の復興・再生に裨益
するよう取組を進めるものとされています。同時に、機構の効果は地域の垣根を越えて波及し、オール
ジャパンでのイノベーションの創出、科学技術力・産業競争力の強化、経済成長、さらには国民生活
の向上に貢献することが期待されています。 

これらの使命を全うすべく、機構は、省庁の縦割りを排した総合的かつ安定的な支援体制や理事
長の明確なビジョンと強いリーダーシップの下で、福島の優位性を発揮できる、①ロボット、②農林水
産業、③エネルギー、④放射線科学・創薬医療、放射線の産業利用、⑤原子力災害に関するデー
タや知見の集積・発信の５分野を基本とした研究開発に取り組むとともに、研究開発成果の産業
化・社会実装や人材育成・確保等についても、その主要な業務として行うものとされています。さらに、
機構は、福島に既に立地している研究施設等の取組について横串を刺す調整機能を持った司令塔
としての役割を持つものとされています。 
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５ 中期目標の概要                                     
F-REI の令和５年度から始まる第１期における「福島国際研究教育機構が達成すべき研究開

発等業務についての運営に関する目標（中期目標）」の期間は、令和５年４月～令和 12 年 3
月の７年間となります。 

第１期となる本中期目標期間においては、「基盤作りと存在感の提示」に重点を置くこととし、機
構の施設が整備されるまでの間も、たゆむことなく復興に貢献できるよう、取組を進めます。 
なお、中期目標については以下の URL からご覧ください。 

（参照） 
中期目標︓https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-

21/20230401070000.html） 
 

 

https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-21/20230401070000.html
https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-21/20230401070000.html
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６ 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略                   
東日本大震災から 10 年以上が経過しましたが、原子力災害に見舞われた福島浜通り地域等

には、長期にわたる避難等の影響により、人口減少や産業の担い手不足、残された広大な未利用
地・未活用地など、中長期的な課題が残されています。 

 
○ F-REI のミッション 

F-REI の大きなミッションは、福島をはじめ東北の復興を実現するための夢や希望となるものであ
るとともに、我が国の産業競争力を世界最高の水準に引き上げ、経済成長や国民生活の向上に
貢献する、世界に冠たる「創造的復興の中核拠点」を目指すことにあります。 

 
○ 世界水準の研究推進と成果の社会実装・産業化 

このため F-REI では、福島や世界の課題解決を現実のものとするため、研究開発を行うのみな
らず、研究成果の社会実装・産業化や人材育成についてもその主要な業務として取り組みます。
あわせて、福島に既に立地している研究施設等の取組について横串を刺す調整機能を持った司
令塔としての役割も果たしてまいります。 
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○ 創造的復興の中核拠点 
F-REI 設置の効果が広域的に波及するよう、地域の市町村や住民、企業・団体等との間で

様々な形のパートナーシップで連携し、F-REI の施設の中だけでなく、施設の外も含めて広域的な実
証研究フィールドととらえ、「世界でここにしかない多様な研究・実証・社会実装の場」を実現し、国際
的に情報発信してまいります。 

 
 

７ 中期計画及び年度計画の概要                                   
F-REI は、中期目標を達成するための「福島国際研究教育機構の中期目標を達成するための計

画（中期計画）」と同計画に基づく「福島国際研究教育機構の令和６年度の研究開発等の業務の
運営に関する計画（年度計画）」を作成しています。 

なお、中期計画及び令和６年度における年度計画については以下の URL からご覧ください。 
（参照） 
中期計画︓https://www.f-rei.go.jp/assets/contents/Mid_Term_Plan.pdf 
年度計画︓https://www.f-rei.go.jp/assets/contents/2024_annual_plan_01.pdf 

 

中期計画 年度計画 

Ⅱ．新産業創出等研究開発の成果の最大化その他の研究開発等業務の質の向上に関する目標
を達成するためとるべき措置 

１．研究開発に関する目標を達成するためとる
べき措置 

(i)  研究開発 
日本や世界の抱える課題、地域の現状等

を勘案し、福島の優位性を発揮できる５分野
の基礎・応用研究を進め、併せて機構ならで
はの分野融合研究に取り組む。本中期目標
期間においては、500 報程度の学術論文の
発表を目指す。 
 
 
 
 
(1) ロボット 
・廃炉向け遠隔技術高度化及び宇宙分野へ
の応用 

・防災など困難環境での活用が見込まれる強
靭なロボット・ドローン技術の研究開発 

１．研究開発に関する目標を達成するためとる
べき措置 

(i)  研究開発 
福島における新たな産業の創出及び我が

国の科学技術力・産業競争力の強化により
福島をはじめ東北の復興を前進させるととも
に、持続可能な開発目標（SDGs）の実現
など世界共通の課題の解決も目指すものとす
る。 

令和６年度は前年度に開始した委託研
究を中心に、段階的なインハウス研究への移
行に向けて研究開発を進める。 

 
 (1) ロボット 

・廃炉などの困難環境での動作に資する技術
の研究開発とその応用の検討 

・過酷環境下で機動性を発揮するロボットの
研究開発 

https://www.f-rei.go.jp/assets/contents/Mid_Term_Plan.pdf
https://www.f-rei.go.jp/assets/contents/2024_annual_plan_01.pdf
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・先端ＩＣＴ技術とロボット技術が融合したク
ラウドロボティックスの研究開発 

・長時間飛行・高ペイロードを実現し、カーボン
ニュートラルを達成する水素ドローンの研究開
発 

・防災・災害のためのドローンのセンサ技術研
究開発 

・市場化・産業化に向けた性能評価手法の
標準化に向けた研究開発 

 
(2) 農林水産業 
・先端技術を活用した超省力・効率的な生
産技術体系の確立 

・農山漁村エネルギーネットワークマネジメント
システムの構築 

・新たな農林水産資源の生産・活用 
 
(3) エネルギー 
・ネガティブエミッションのコア技術の研究開発・
実証（ＢＥＣＣＳ、ブルーカーボン等） 

・バイオ統合型グリーンケミカル技術の研究開
発 

・水素エネルギーネットワークの構築 
・被災地企業等再生可能エネルギー技術シ
ーズ開発・事業化支援 

 
(4) ①放射線科学・創薬医療 
・創薬医療分野の研究開発の一体的推進 
・放射線イメージング技術の研究開発の推進 
・放射化学、宇宙放射線科学等放射線基
礎科学の推進 

・放射線の影響解明に資する基礎基盤研
究・人材育成 

・中核的な放射線発生装置等の開発・整備 
 
(4) ②放射線の産業利用 
・超大型 X 線ＣＴシステム技術の研究開発 

・先端ＩＣＴ技術とロボット技術を融合した
自律知能・群知能の研究開発 

・高性能ドローンの研究開発 
・市場化・産業化に向けた性能評価手法の
標準化に向けた研究開発 

 
 
 
 
 
(2) 農林水産業 
・先端技術を活用した超省力・効率的な生
産技術体系の確立 

・農山漁村エネルギーネットワークマネジメント
システムの構築 

・新たな農林水産資源の生産・活用 
 
(3) エネルギー 
・ネガティブエミッションのコア技術の研究開発・
実証（ＢＥＣＣＳ、ブルーカーボン等） 

・バイオ統合型グリーンケミカル技術の研究開
発 

・水素エネルギーネットワークの構築 
・被災地企業等再生可能エネルギー技術シ
ーズ開発・事業化支援 

 
(4) ①放射線科学・創薬医療 
・創薬医療分野の研究開発の一体的推進 
・放射線イメージング技術の研究開発の推進 
・放射化学等放射線基礎科学の推進 
・放射線に関する研究に従事する人材育成 
・中核的な放射線発生装置等の開発・整備 
 
 
 
(4) ②放射線の産業利用 
・放射線の産業利用分野の技術課題の検討 
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・超大型 X 線ＣＴのための画像処理基盤技
術の高度化 

・現物データ活用によるものづくりの精緻化・効
率化 

 
(5) 原子力災害に関するデータや知見の集

積・発信 
・福島原発事故を踏まえた環境動態研究の
新たな展開と科学的知見・経験の国際発
信 

・生態系の長期環境トレーシング研究（長期
生態学研究） 

・放射性物質の環境動態評価による物質の
動態制御とリスク評価の研究 

・原子力災害に関するデータや知見の集積・
発信に関する研究 

・原子力災害被災地における復興・再生まち
づくりの実践と効果検証研究 

 
(ii) 研究開発環境の整備 

 外部供用も視野に入れた施設・設備等の
整備を進めるとともに、50 程度の研究グルー
プによる研究体制を目指して、魅力的な研究
開発環境の整備を図る。 

 
 
 
 
(iii) 研究開発に係る情報収集等 

 研究開発を行うにあたり、福島の復興・再生
に貢献する研究開発のニーズや科学技術の
進展等、必要な情報の収集を行う。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(5) 原子力災害に関するデータや知見の集

積・発信 
・放射能汚染の環境動態計測研究 
・情報公開、地域の人々の共生、原子力災
害の影響、まちづくり研究 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ii) 研究開発環境の整備 

施設基本計画等を踏まえ、国が行う基本・
実施設計に資するよう、研究・実験施設のフ
ロアレイアウトの検討に参画する。 

新たに５～１０程度の研究グループの構
築を目指すこととし、リサーチ・アドミニストレータ
ー等の専門人材を確保することにより研究支
援体制の充実を図る。 

 
(iii) 研究開発に係る情報収集等 

研究開発に係る内外の情報や資料を収
集・分析し、令和７年度以降の研究テーマの
設定・継続の適否を検討する際に有効に活
用するとともに、外部機関からの求めに応じて
適切に提供を行う。 

具体的には、新産業創出等研究開発協
議会に設置した研究開発等ワーキンググルー
プや産学官ネットワークセミナーなどを通じて、こ
れまでに大学や研究機関、企業等が実施して
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２．産業化に関する目標を達成するためとるべ

き措置 
企業が積極的かつ柔軟に機構の活動に参

画できる産学連携体制を構築する。機構の
活動や研究成果等について国民に向けてわか
りやすく広報活動を行う。戦略的な知的財産
マネジメントや先端技術の事業化経験等を有
する専門人材の確保に取り組む。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．人材育成・確保に関する目標を達成するた

めとるべき措置 
(i)  人材育成 

機構において研究者や技術者を長期にわ
たって連続的に養成する観点から、大学院生
等や地域の未来を担う若者世代、企業人材
等の人材育成を進める。 

 
 
(ii)  人材確保 

クロスアポイントメント等により、国内外の優
れた研究人材の確保を図る。 

きた取組を整理し、今後の連携の可能性につ
いての検討を引き続き進める。 

 
２．産業化に関する目標を達成するためとるべ

き措置 
公益財団法人福島イノベーション・コースト

構想推進機構が企業誘致やビジネスマッチン
グ、起業・創業支援などの取組の中で培ってき
た企業とのつながりを活かし、企業と交流し、
福島県内外の企業や事業環境などについて
知見を深めていく。また、事業プラン提案型営
業による研究開発成果の技術移転や地元企
業との共同研究を目指し、機構の研究開発
の成果の事業プラン（製品・サービス化）を
念頭に置いた連携体制等を検討していく。 

併せて、これらの検討にあたって、先端技術
の事業化経験等を有する専門人材の確保に
努める。 

情報発信を通じて機構の存在感を提示
し、大学や他の研究機関、企業等との連携や
研究人材の確保を図る。 

 
３．人材育成・確保に関する目標を達成するた

めとるべき措置 
(i)  人材育成 

福島県内の大学、高等専門学校、高等
学校の学生・生徒を対象に、最先端の科学
技術の魅力と可能性等に関し、理事長等の
機構のトップ陣によるセミナー（F－REI トップ
セミナー）を昨年度に引き続き開催する。 

 
(ii)  人材確保 

令和５年度に委託事業として開始した研
究開発を段階的にインハウス研究へと移行さ
せていくため、委託先と協議を重ねながら、クロ
スアポイントメントなどの形で委託先の研究者
が機構の研究者として参画するよう調整を進
める。 
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また、当初からインハウス研究として開始す
る研究開発については、公募により研究人材
の確保に取り組む。 

Ⅲ．研究開発等業務の運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 
１．大学や他の研究機関との連携 

福島や全国の大学、教育機関、研究機
関、企業、市町村等との効果的な広域連携
を進め、MOU（基本合意）や包括連携協
定等を 30 件以上締結する。 

 
 
 
 
 
 
２．効果的・効率的なマネジメント体制の確立 

 理事長を中心としたトップマネジメントに基
づき、戦略的かつ柔軟に研究開発等並びに
福島の課題把握及び地域との協働等を進め
ることができる体制を構築する。 

 
 
３．経費等の合理化・効率化 

経費の合理化・効率化、調達の合理化及
び契約の適正化を図る。 

１．大学や他の研究機関との連携 
産学官ネットワークセミナーや F-REI 座談

会などを通じて、福島や全国の大学、教育機
関、研究機関、企業、市町村等との効果的
な広域連携を進める。 

こうした取組から、令和６年度においては、
MOU（基本合意）や包括連携協定等につ
いて、東北をはじめ広く国内や海外の機関も
含めて新たに５件以上締結することを目指
し、積極的な活動を実施していく。 

 
２．効果的・効率的なマネジメント体制の確立 

アドバイザリーボードを開催し、運営全般に
わたる俯瞰的な視点からの意見を得るほか、
機構の国際的なネットワークの形成や国際的
プレゼンスの向上の方策について助言を得るた
め、国際アドバイザーとの意見交換を行う。 

 
３．経費等の合理化・効率化 

適正な予算執行、適切な契約締結をはじ
め必要な措置を実施していく。 

その他主務省令で定める研究開発等業務の運営に関する事項 
１．施設及び設備に関する計画 

国が行う機構の当初の施設整備と緊密に
連携しながら、その進捗に合わせ、研究機器
など設備面における研究開発環境の整備を
図る。 

 
 
 
２．人事に関する計画 

若手や女性などの多様な人材の確保を図
るとともに、成果や能力に応じた柔軟な給与
水準等を設定する。 

１．施設及び設備に関する計画 
令和５年度に国によりとりまとめられた施設

基本計画に基づき進められる施設の設計につ
いて、機構の研究開発等の機能が十分に発
揮される魅力的な研究開発等環境が整備さ
れるよう、主体性をもってその検討に参画す
る。 

 
２．人事に関する計画 

新設組織であるメリットや業績評価の仕組
み等を活用して、研究職等において、先例にと
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３．認知度の向上や多様なパートナーシップの

構築に関する計画 
情報発信等による機構の認知度の向上や

多様なパートナーシップの構築に努める。機構
の研究開発の成果に関しては、年１回以上
の成果報告会を実施する。 

 
 
 
 
 
 
４．規制緩和に向けた取組に関する計画 

研究開発の進捗に応じて、実地に即した規
制緩和に向けた検討を進める。 

 

らわれず、若手や女性の積極的な登用を図
る。 

 
３．認知度の向上や多様なパートナーシップの

構築に関する計画 
シンポジウムやセミナー等の開催を通じて、

機構の研究開発の狙いや意義、効果等をわ
かりやすく発信し、機構の取組に対する認知
度の向上、理解の醸成を図るとともに、機構の
研究開発の進捗や成果に関する情報を発信
し、国内外の大学、研究機関、企業等との共
同研究の実施ができるような環境を整備して
いく。また、令和６年度においては、１回以上
の成果報告会を実施する。 

 
４．規制緩和に向けた取組に関する計画 

実地に即した規制緩和に向けた検討を進
める。 

 
 
 

８ 助成等業務実施計画の概要                             
F-REI の行う業務のうち、「新産業創出等研究開発及びその環境の整備に対する助成」、「新

産業創出等研究開発協議会の設置及び運営並びに当該協議会の構成員との連絡調整」及び
「原子力発電所の事故に係る放射線に関する情報の収集、分析及び提供並びに当該放射線に関
する国民の理解を深めるための広報活動及び啓発活動」に係る毎年度の具体的な取組内容につい
ては、「福島国際研究教育機構の助成等業務に係る実施計画（助成等業務実施計画）」にお
いて定めることとされています。 

なお、令和６年度における助成等業務実施計画については以下の URL からご覧ください。 
 
（参照） 
助成等業務実施計画︓https://www.f-rei.go.jp/assets/contents/Implementation
_Plan_for_Grant_of_Subsidies_and_Other_Activities_2024.pdf 

 

https://www.f-rei.go.jp/assets/contents/Implementation_Plan_for_Grant_of_Subsidies_and_Other_Activities_2024.pdf
https://www.f-rei.go.jp/assets/contents/Implementation_Plan_for_Grant_of_Subsidies_and_Other_Activities_2024.pdf
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９ 持続的に適正なサービスを提供するための源泉                  
(1) ガバナンスの状況 

① 主務大臣 
 業務内容 主務大臣 

１ 役員及び職員並びに財務及び会計その
他管理業務に関する事項 

内閣総理大臣 

2 福島復興再生特別措置法第 110 条第
1 項各号に掲げる業務（3 に記載する業
務を除く。）に関する事項 

内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生
労働大臣、農林水産大臣、経済産業
大臣、環境大臣 

３ 福島復興再生特別措置法第 110 条第
1 項第 7 号掲げる業務及びこれに附帯す
る業務に関する事項 

内閣総理大臣 

 
 

② ガバナンス体制図 

 
  

主務大臣

法人の長

役員会

監事

会計
監査人

アドバイザリーボード

国際アドバイザー

特別顧問

内閣総理大臣
経済産業
大臣

文部科学
大臣

農林水産
大臣

環境大臣
厚生労働
大臣

中期目標の提示等

任命
任命

選任

監査

意見

運営管理部門 研究開発部門

助言
助言

内部統制委員会



 

22 

(2) 役員等の状況 
①役員、執行役の状況 
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②会計監査人の名称及び報酬 
会計監査人は板橋監査法人であり、当該監査法人及び当該監査法人と同一のネットワーク

に属する者に対する、当事業年度の F-REI の監査証明業務に基づく報酬の額は１0 百万円で
あり、非監査業務に基づく報酬はありません。 

 
(3) 職員の状況 

常勤職員は令和 6 年度末現在 79 名であり、平均年齢は 45.1 歳となっています。 
 
(4) 重要な施設等の整備等の状況 

該当なし。 
 
(5) 純資産の状況 
  ①資本金の額及び出資者ごとの出資額 

（単位︓百万円） 
区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

政府出資金 100 ― ― 100 
資本金合計 100 ― ― 100 

   
(6) 財源の状況 
  ①財源の内訳 

（単位︓百万円） 
区分 金額 構成比率（％） 

新産業創出等研究開発推進事業費
補助金 

12,128 100％ 

自己収入 2 0％ 
合計 12,131 100％ 

（注１） 単位未満四捨五入のため、合計が一致しない場合があります。 
（注２） 新産業創出等研究開発推進事業費補助金は、前年度からの繰越額を含んでお 

ります。 
 
  ②自己収入に関する説明 

F-REI における自己収入としてクリーンエネルギー自動車導入促進補助金収入及び科研費間
接経費収入があります。自己収入の内訳は、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金の収入
が 1 百万円、科学研究費補助金等の間接経費に係る収入が 1 百万円となっております。 
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(7) 社会及び環境への配慮等の状況 
F-REI では、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成 12 年法律第 100

号）第７条第１項の規定に基づき、環境物品等の調達の推進を図るための方針を定めて、できる
限り環境への負荷の少ない物品等の調達に努めております。 

また、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）第９
条第１項の規定及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（令和５年３月１
４日閣議決定）に即して、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律
第６５号）第７条に規定する事項に関し、障害を理由とする差別の解消の推進に関わる内容を
定めて、役職員に対して障害差別解消推進に関する理解を深めるように努めております。 

 

10 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策              
(1) リスク管理の体制 

F-REI では、内部統制システムを強化するため業務実施の障害となる要因を事前にリスクとして
識別、分析及び評価し、当該リスクへの適切な対応を可能とするために、内部統制等規程を定めて
います。 

当該規程に基づくリスク管理の体制は、以下のとおりです。 
 

＜内部統制最高責任者＞ 理事長 
＜内部統制統括責任者＞ 理事（運営総括担当） 

 
(2) 業務運営上の課題・リスクへの対応 
   リスク管理については内部統制等規程等の関係規程により適正に行った。 

また、セキュリティにおける対応として、国立研究開発法人協議会の分科会において情報収集を
行ったほか、全職員に対してセキュリティ教育を行った。 

 

11 業績の適正な評価に資する情報                          
F-REI の各業務についてのご理解とその評価に資するため、以下に事業の概要を示します。 
F-REI の大きなミッションは、福島をはじめ東北の復興を実現するための夢や希望となるものであるとと

もに、我が国の産業競争力を世界最高の水準に引き上げ、経済成長や国民生活の向上に貢献す
る、世界に冠たる「創造的復興の中核拠点」を目指すことにあります。このため F-REI では、福島や世
界の課題解決を現実のものとするため、研究開発を行うのみならず、研究成果の社会実装・産業化や
人材育成についてもその主要な業務として取り組みます。あわせて、福島に既に立地している研究施設
等の取組について横串を刺す調整機能を持った司令塔としての役割も果たしてまいります。 
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■F-REIの 4 つの機能 
  F-REI は、次の４つの機能を併せ持ち、これらの機能を複合的に結びつけることで、国内外に効果
を波及させていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■F-REIの 5 つの研究分野 
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12 業務の成果及び当該業務に要した資源                       
 
（１）自己評価 

項目 評定 行政コスト（千円） 
（１）政策体系における法人の位置付け及び役割等 A 7,815,709 
（２）新産業創出等研究開発の成果の最大化その他の研究開発等業務の質の向上に関する事
項 
➀研究開発に関する事項   

ⅰ 研究開発   
ア ロボット A 1,199,866 
イ 農林水産業 A 1,521,409 
ウ エネルギー A 1,723,327 
エ 放射線科学・創薬医療 A 896,331 

オ 放射線の産業利用 B 0 
カ 原子力災害に関するデータや知見の集積・発信 A 793,760 

ⅱ 研究開発環境の整備 A 7,815,709 の内数 
ⅲ 研究開発に係る情報収集等 A 7,815,709 の内数 

②産業化に関する事項 A 7,815,709 の内数 
③人材育成・確保に関する事項   

ⅰ 人材育成 A 7,815,709 の内数 
ⅱ 人材確保 A 7,815,709 の内数 

（３）研究開発等業務の運営の効率化に関する事項 A 7,815,709 の内数 
（４）財務内容の改善に関する事項 B 7,815,709 の内数 
（５）その他研究開発等業務の運営に関する重要事項 A 7,815,709 の内数 
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13 予算及び決算の概要                                 
詳細については、決算報告書を参照ください。 

（単位︓百万円） 
区分 予算額 決算額 差額 
収入    
 新産業創出等研究開発
推進事業費補助金 

11,917 12,128 211 

 その他の収入 ― 2 2 
収入計 11,917 12,131 214 

支出    
 一般管理費 2,007 1,572 ▲ 435 
 業務経費 9,910 5,790 ▲ 4,120 

支出計 11,917 7,362 ▲ 4,555 
（注１）支出のうち一般管理費及び業務経費の区分は、損益計算書における区分と異なります。
（注２）単位未満四捨五入のため、合計が一致しない場合があります。 
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14 財務諸表の要約                                      
（１）貸借対照表 

（単位︓百万円） 
資産の部 金額 負債の部 金額 

流動資産 
 現金及び預金 
 その他 
 

6,691 
6,392 

299 

流動負債 
 預り補助金等 
 未払金 
 その他 
 

6,592 
1,908 
4,623 

62 

固定資産 
 有形固定資産 
 無形固定資産 
 その他 

2,916 
2,684 

214 
18 

固定負債 
 資産見返負債 
 その他 
 

2,908 
2,891 

17 

  負債合計 9,500 
  純資産の部 金額 
  資本金 

 政府出資金 
資本剰余金 
利益剰余金 

100 
100 

5 
2 

 
  純資産合計 107 

資産合計 9,607 負債純資産合計 9,607 
（注） 百万円未満四捨五入のため、端数において合計とは一致しない場合があります。 
 
（２）行政コスト計算書 

 (単位︓百万円)       
科目 金額 

Ⅰ 損益計算書上の費用 
    研究業務費 
    一般管理費 
    その他 

7,816 
6,135 
1,681 

0 
Ⅱ 行政コスト 7,816 

（注） 百万円未満四捨五入のため、端数において合計とは一致しない場合があります。 
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（３）損益計算書 
（単位︓百万円） 

科目 金額 備考 
経常費用 7,816 （A） 

研究業務費 
   人件費 
   外部委託費 
   減価償却費 
   消耗品費 
   その他 

6,135 
63 

5,684 
342 
15 
30 

 

一般管理費 
   人件費 
   外部委託費 
   消耗品費 
   減価償却費 
   その他 

1,681 
821 
492 
20 
59 

289 

 

財務費用 
その他 

0 
0 

 

経常収益 7,817 （B） 
  補助金等収益 
  科研費間接経費収入 
  資産見返等戻入 
  その他 

7,361 
1 

400 
55 

 

当期総利益 1 (B－A) 
（注） 百万円未満四捨五入のため、端数において合計とは一致しない場合があります。 
 
（４）純資産変動計算書 

（単位︓百万円） 
 資本金 資本剰余金 利益剰余金 純資産合計 
当期首残高 100 2 1 102 
当期変動額 
 出資金の受入 
 固定資産の取得 
 当期純利益 

 
 
 

3 
 

3 

1 
 
 

1 

5 
 

3 
1 

当期末残高 100 5 2 107 
（注） 百万円未満四捨五入のため、端数において合計とは一致しない場合があります。 
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（５）キャッシュ・フロー計算書 

（単位︓百万円）          
項目 金額 

業務活動によるキャッシュ・フロー 2,953 
投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 1,786 
財務活動によるキャッシュ・フロー ▲ 1 
資金増加額 1,166 
資金期首残高 5,226 
資金期末残高 6,392 

（注） 百万円未満四捨五入のため、端数において合計とは一致しない場合があります。 
 
 

15 財政状態及び運営状況の理事長による説明                   
（１）貸借対照表 
   当事業年度末における資産は、9,607 百万円であり、前事業年度末比 3,809 百万円の増と

なっております。主な要因として、工具器具備品等の固定資産が 2,433 百万円の増となっておりま
す。 

   負債は 9,500 百万円であり、前事業年度末比 3,804 百万円の増となっております。主な要因
として、資産見返負債が 2,416 百万円の増となっております。 

 
（２）行政コスト計算書 
   当事業年度の行政コストは 7,816 百万円であり、前事業年度末比 5,222 百万円の増となって

おります。主な要因として、研究業務費が 4,707 百万円の増となっております。 
 
（３）損益計算書 

当事業年度の経常費用は 7,816 百万円であり、前事業年度比 5,222 百万円の増となってお
ります。主な要因として、研究業務費が 4,707 百万円の増となっております。 

また、経常収益は 7,817 百万円であり、前事業年度比 5,223 百万円の増となっております。主
な要因として、補助金等収益が 4,924 百万円の増となっております。 

この結果、当期総利益は 1 百万円となり、前事業年度比 1 百万円の増となっております。 
 
（４）純資産変動計算書 
   当事業年度末の純資産は、資本剰余金が 3 百万円、利益剰余金が 1 百万円増加した結果、

総額 107 百万円となっております。 
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（５）キャッシュ・フロー計算書 
   当事業年度の業務活動によるキャッシュ・フローは 2,953 百万円であり、前事業年度比 2,249

百万円の減となっております。主な要因として、研究業務費及び一般管理費支出が 3,609 百万円
の増となったことによります。 

また、投資活動によるキャッシュ・フローは▲1,786 百万円であり、前事業年度比 1,710 百万円
の減となっております。これは固定資産等の取得による支出によるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは▲1 百万円となっております。これはリース資産に係るリース債務
の返済によるものです。 

 
 

16 内部統制の運用状況                                 
F-REI では、業務運営に関する基本事項、内部統制に関する重要事項等を審議するために設

置した役員会を定期的に開催することにより、内部統制の充実を図っています。 
令和６年度は、1６回の役員会を開催しました。 

 

17 機構に関する基礎的な情報                             
(1) 沿革 

F-REI は、福島復興再生特別措置法の規定に基づき、令和５年４月１日に設立されました。 
 
(2) 設立に係る根拠法 

福島復興再生特別措置法（平成二十四年法律第二十五号） 
 
(3) 主務大臣 

内閣総理大臣 
文部科学大臣 
厚生労働大臣 
農林水産大臣 
経済産業大臣 
環境大臣 
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(4) 組織図 

 
 

（令和 7 年３月 31 日現在） 
 
(5) 事務所の所在地 2 
① 本部  

〒979-1521 福島県双葉郡浪江町大字権現堂字矢沢町６番地１ 
② 東京出張所 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3 丁目 6 番 14 号 
 

(6) 主要な特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の状況 
該当なし 

 
(7) 主要な財務データの経年比較 

（単位︓百万円） 
区分 令和５年度 令和６年度 

資産 5,799 9,607 
負債 5,696 9,500 

 
2 事務職員が常駐する事務所のみ記載しており、研究開発拠点は除いています。 
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純資産 102 107 
行政コスト 2,593 7,816 
経常費用 2,593 7,816 
経常収益 2,594 7,817 
当期総利益 1 1 

 
 
(8) 翌事業年度に係る予算、収支計画及び資金計画 
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18 参考情報                                      
(1) 要約した財務諸表の科目の説明 
① 貸借対照表 

科目 説明 
現金及び預金 現金、預金 
有形固定資産 構築物、工具器具備品など業務活動に長期にわたって使用または利用

する有形の固定資産 
無形固定資産 ソフトウェア等の無形の固定資産 
預り補助金等 国等から交付された補助金等のうち、未実施の部分に該当する債務残

高 
未払金 F-REI の通常の業務において発生した確定未払債務残高 
資産見返負債 補助金等で取得した償却資産の将来発生する減価償却費の財源 
政府出資金 国からの出資金であり、F-REI が業務をする上で必要な財産的基礎 
資本剰余金 固定資産のうち非償却資産の取得による財産的基礎 
利益剰余金 F-REI の業務に関連して発生した剰余金の累計額 

 
② 行政コスト計算書 

科目 説明 
損益計算書上の費用 損益計算書における経常費用、臨時損失、法人税、住民税及び事業

税 
行政コスト 法人のアウトプットを産み出すために使用したフルコストの性格を有するとと

もに、法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコストの算定基
礎を示す指標としての性格を有する 
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③ 損益計算書 
科目 説明 

研究業務費 研究業務活動に要した費用 
一般管理費 一般管理部門に要した費用 
財務費用 利息の支払い等に要した費用 
補助金等収益 国等からの補助金等のうち、当期に認識した収益 
科研費間接経費収入 科学研究費の間接経費に伴う収入 
資産見返等戻入 補助金等により取得した固定資産の減価償却額について、資産見返補

助金勘定等を取り崩した額 
 
④ 純資産変動計算書 

科目 説明 
当期末残高 貸借対照表の純資産の部に記載されている残高 

 
⑤ キャッシュ・フロー計算書 

科目 説明 
業務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

通常の業務活動に係る資金収支を表し、補助金収入等の入金、経費
支出、人件費支出に伴う現金支出等が該当 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

投資活動に係る資金収支を表し、固定資産の取得に伴う現金支出等
が該当 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

財務活動に係る資金収支を表し、リース債務の返済による支出が該当 

 
 
(2) その他公表資料等との関係の説明 
  F-REI では、本事業報告書の他に財務諸表や自己評価報告書等の各種情報を Web ページに
て公開しています。 
  ○F-REI Web ページ https://www.f-rei.go.jp 
 
 

https://www.f-rei.go.jp/
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